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叢

中
・世
都

市

の
獲

達

(
六

、完

)

第
.十
四
巻

〔第

三
號

三
〇
〉

四
五

〇

中

世

都

r市

の

登

達

(
六
、
完

)

三

浦

周

行
.

一

戦

國

の

都

市
一

腰
仁
、
文
明
の
鋤
は
職
.國
の
色
彩
を
し
て
頓
に
濃
厚
な
ら
し
め
う
肚
會

の
秩
序
は
盆
棄
飢
し
て
、
人
.恥
の
不
賓

彌
が
上
に
も
加
は
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
む
餅
脈
な
る
氣
團
氣

の
裡
に
都
市

の
獲
耀
は
思
ひ
も
寄
ら
阻
こ
ξ
の
様

で

あ
る
が
、
事
實
は
却
て
こ
れ
を
裏
切

っ
て
居

る
。
今
其
考
察
を
な
す
に
先

き
だ

っ
て
、
概
括
的
に
此
時
代
の
都
市

の
獲
達
を
促
進
し
た
周
囲
の
事
情
を
叙
説
す
る
こ
ε
メ
し
ゃ
う
。

室
町
幕

府
は
其
創
立
の
初
よ
り
内
証

の
絶
え
間
が
な
く
、
部
下
の
守
護
大
名

の
勢
力
は
往
々
將
軍
を
凌

ぎ
、
其

極
弑
逆
を
行

つ
π
も
の
さ

へ
あ
る
。

ε
は

い
へ
慮
仁
、
文
明
の
働
迄
は
街
ほ
傳
統
的
に
其
威
力
を
認

め
ら
れ

つ
、

あ

っ
だ
け
れ
こ
も
、
戦
争

の
舞
毫
が
京
都
で
あ

っ
て
、
主
な
る
諸
大
名
は
西
よ
り
東

よ
り
皆
此
地

に
集
ゆ
、
根
強
く

も
、
数
年
の
問
、
小
競
合
を
繰
返
し
て
來
π
間

に
、
皇
室
は
固
よ
り
、
幕
府
の
見

る
影
も
な
き
衰
頽
は
現
實
暴
露

ご
し
て
、
彼
等
の
面
前

に
展
開

さ
れ
た
。
其
間
東
西
両
軍
の
首
領
も
世
を
去
り
、,敵
味
方
の
残
黛
も
軍
に
倦
ん
で
、

有
耶
無
耶

の
中

に
物
分
れ
ε
な

つ
だ
頃
は
、
彼
等

の
京
都
に
封
ず
る
憧
憬
も
最
早
跡
方

も
な
'
、
消
え
失
せ
て
、
載

れ
も
～
＼

ご
懐
か
し
き
本
鬮
さ
し
て
引
揚
げ
た
の
で
あ
る
。
松
蔭
吟
稿

の
醜
業
叔
詩
の
序

に
、



目

籠

略
)不
面

遣
二丁
護

る

篭

逢
二得
両
京
肢
復
薗

知
天
業

嚢

夷
、
故
埜
下
東
西
群
袖
眷
顧
レ蹄
奮

業
↓
如
三
鳥
之
懸
二
本
枝
↓
可
恰
乎
哉
、

ε
め
る
は
、・
能
く
此
間

の
消
息
を
傳

へ
て
居

る
。
齪
前
に
は
杢
國
の
重
な
る
守
護
大
名
、
大
抵
邸
宅
を
京
都
に

設
け
て
、
常

に
は

こ
エ
に
居

り
乍
ら
、
其
被
官
即
ち
家
臣
を
代
官
ご
し
て
本
図
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
西

両
陣
の
解
艘
後
は
、
申
合
せ
だ
如
く
に
皆
具
本
圃
に
落
ち
若

い
て
京
都
に
出
で
Σ
來
な
く
な
つ
π
。
彼
等
が
斯
く

在
園
の
風
ε
な

っ
た
後
の
京
都
は
さ
な
が
ら
火
の
消
え
た
や
う
に
寂
れ
て
、
「
諸
山
寺
肚
各
失
=
衣
食
之
助
'」
`
い

は
れ
る
。
而
か
も
其
影
響

は
猫
り
肚
寺
ば
か
り
に
は
止
ま
ら
な

い
で
、
京
都

の
上
下
す

べ
て
の
社
倉
何
れ
も
皆
深

刻
な
る
打
撃
を
蒙
ら
澱
も
の
ε
て
は
な
か

っ
た
。

諸
大
名
が
続
々
京
都
を
引
揚
げ
る
こ
ざ
は
第

一
微
力
な
る
幕
府
に
取

っ
て
極
度
の
不
安
を
與

へ
た
。
文
明
†

一

年
但
偏
固
守
護
山
名
政
豊
が
本
國
の
争
働
を
李
足
す

る
爲
め
に
京
都
を
出
獲

せ
ん
だ
し
た
時
も
、
當
時
幕
府
の
實

罹
を
執
り
つ
Σ
あ

っ
た
義
政
夫
人
寝
子
は
但
馬
の
本
所
領
を
悉
く
山
名
に
與

へ
て
引
き
一し
め
た
け
れ
こ
も
、
彼
れ

は
こ
れ
に
鷹
じ
な
い
で
出
立
し
た
の
で
あ
る
。
是
等
の
本
所
領
は
も
こ
よ
り
各
其
所
有
者
が
あ

っ
て
、
幕
府
の
任

意

に
庭
扮
し
得

べ
き
性
質

の
も

の
で
な
か
っ
た
。
然

る
に
も
拘
は
ら
ず
、
縦
ひ
京
都
の
治
安
維
持
の
必
要
か
ら
ご

は

い
へ
、
こ
れ
を
任
意
に
部
下
分
大
名
の
京
都
在
溜
の
報
酬
に
贈
與
す
る
が
如
き
は
不
法
の
廃
置
た
る
こ
ご
言
ふ

蓮
も
な

い
。
而
か
も
此
好
餌
を
懸
け
て
す
ら
、
終

に
都
下
を
引

き
留
め
得
な
か
っ
π
ど
こ
ろ
に
幕
府
の
無
能
無
力

論

叢

中
世
部
市
の
悪

(大
、虎
v

「

第
†
罵

(第
三
號

三

〉

四
五
】

1)密 宗牟表

■
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論

叢

中
世
都
市
の
瑳
達
(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

三
二
)

閤
五
二

を
遺
憾
な
く
暴
露
し
て
居
る
。
.
.

尤
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
等
守
護
大
名
に
も
、
大
に
諒
察
す

べ
き
黙
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

ざ
い
ふ
の
は
戦

時
に
於
て
、
在
京
中

の
彼
等
の
兵
力
を
牽
攣
す
る
矯

め
、
其
被
官
を
誘
惑
し
、
若
し
く
は
其
本
圃

に
兵
を
出
だ
し

て
握
齪
を
試
み
る
こ
ε
が
、敵
味
方

の
職
路
上
常
套
手
段
ε
し
て
盛

ん
に
行
は
れ
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
な
き
だ

に
下
剋
上
の
世
で
あ
っ
元
か
ら
、
彼
等
が
長
期

の
封
陣
中
、
國

政
を
留
守

の
被
官
に
任
せ
て
居
た
問
に
、
被
官
は

漸
次
其
勢
力
を
高
め
て
、
中
に
は
自
立
を
圖

る
も
の
さ

へ
め
っ
た
。
越
前

に
於
け
る
斯
波
氏
の
被
官
朝
倉
氏
の
如

き
は
其
好
通
例
で
あ
る
。
東
西
　捌
軍
の
守
護
大
名
等
が
媾
和
に
傾

い
た

一
原
因
の
こ
》
に
あ

っ
だ
は
璽
は
れ
隠
事

實
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
彼
等
は
和
議
の
成
立
を
機

こ
し
て
各
自
本
閣
の
形
勢
娩
回
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
つ
π
。

幕
府

の
命
令
も
敢
て
重
か
ら
諏
鐸
で
は
な
か

っ
た
ら
う
が
、
彼
等
の
死
活
問
題
は
更
に

一
層
重
か
っ
た
か
ら
価、
あ

る
。

'

在
園
の
風
は
蕾

に
彼
等
守
護
大
名
の
問
に
行
は
れ
た
の
み
で
は
な

い
。
前
後
十

一
年
間
、
間
断
な
く
打
続

い
た

戦
説
に
「彼
等
は
莫
大
な
る
軍
資
を
得

る
途
の
な
き
に
苦
し
む
の
飴
り
、
悪

い
事
ε
は
知
り
乍
ら
、
皇
室
御
領
を
始

め
奉
り
、
公
卿
や
寺
就
の
領
地
の
、
自
国
に
あ
る
も
の
を
押
.領
し
來
つ
た
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
被
害
者
側

、よ
り
幕
府
に
申
出
で
》
、
將
軍
の
嚴
命
を
以

て
其
返
還
を
迫
る

べ
き
筈
で
あ
っ
陀
が
、
將
軍
の
威
信
失
墜
後
の
彼

等

弔
取

っ
て
、
御
激
書
の
利
目
な
ぜ
、
最
早
澗
題
で
は
な
か
っ
た
。
前
に
擧
げ
た
富
子
の
奇
抜
な
る
塵
世
の
如

き
は



/

寧
ろ
彼
等

の
本
所
領
の
押
領
を
助
成
し
て
、
其
歓
心
を
結
ば
う
ε
し
た
も
の
で
あ
る
・
さ
れ
ば
被
害
者
側
は
鯨
儀

な
く
其
効
果
を
危
み

つ
」
も
、
直
接
加
害
者

に
向
っ
て
泣

を
入
る
エ
の
外
な
か
つ
花
。
公
卿

の
如
き
は
み
つ
か
ら

家
領
の
回
復
、
年
貢
の
納
入
を
迫
る
爲
め
に
、
家
領
の
あ
る
田
舎

に
向

っ
て
遠
路
不
馴
れ
の
旅
行
を
企
て
る
も
の

が
相
次
い
だ
。
其
中
に
は
前
開
白
ε
い
ふ
が
如
き
貴
顕
も
交

っ
て
居
陀
が
、
又
勅
使
ざ
し
て
御
領
の
返
還
を
求
め

ら
れ
た
方
も
あ
る
。
前
開
臼

一
條
兼
頁
は
其
家
領
越
前
國
足
羽
荘
の
返
付
を
迫
ら
ん
が
爲
め
に
越
前

へ
下
向

し
た

け
れ
こ
も
、
朝
倉
敷
畳
は

こ
れ
に
慮
じ
な
い
で
、
只
二
萬
匹
を
呈
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
叉
前
關
白

「
條
激
房

は
齪
中
生
活
に
著
し
ん
で
、
蓬

々
ε
土
佐
に
赴
き
、
其
采
邑
畑

に
移
住
し
て
薨
去
の
後
は
、
.子
孫
土
地

の
豪
族
ε

な

っ
て
居
る
。
勿
論
領
地
關
係
は
な
く
ε
も
、
窮
困
の
鯨
う
、
京
都
に
居
溜
ら
す
、
知
邊
を
便

っ
て
、
諸
大
名
の

許
に
寄
食
し
た
人
和
も
少
か
ら
ず
め

っ
た
。
さ
れ
ば
所
謂
在
國

の
風
は
公
武
僑
俗
に
通
じ
た
鑑
後
の
蓮
態
ご
申
し

て
宜
し
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
京
都
の
経
済
界

に
向

っ
て

一
大
衝
動
を
與

へ
だ
こ
ε
を
知
ら
う
ε
思

へ
ば
、
左

の
記
録

に
徴
す
る
が
よ
い
。

ニ

坂
本
米

商
人
毎
日
罷
二
出
京
都

一費
二
買
之
↓
狭
量

分
云

々
。
誠
以
近

日
雑
物
如

レ捨
令
二
費
買

】云

々
、
是
併
無

二
人

数

「之
故
也

.
希

有
之
.成
三
凧
都

一玉
、

.

こ
れ
盟

に
京
都

を
無

二
の
需
用
地

ε
し
た
江
州
米

に
關
す

る
記
事

に
過

ぎ
な

い
け
れ
こ
も
、

こ
れ
ε
同

日
の
状

態

に
あ

っ
た
他

の
商
品

の
費
行

こ
て
も
、
亦

全
く
同

一
の
運
命

に
世
か
れ
た
ら
う

ご
思
.は

れ
る
。
斯
く

て
政
治

よ

ノ

論

叢

中
世
都
市

の
獲
達

〔六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

三
三
)

四

五
三

.2)大 乗院 寺肚難 事記文明+二 年二月六 日條

'

●



閣

論

叢

中
世
都
市
の
獲
撞
(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

三
四
)

四
五
四

の
中
心

が
次
第

に
地

方

に
移

る
ご
共

に
、
纏

濟

の
中
心

も
亦
地

方

に
移

っ
て
行

っ
た
。
京
都

の
大
都
會

が
寂

れ
だ

丈

、
そ
れ
丈
.地

方

の
小
都
曾

の
賑
ひ
を
見

せ
た

の
は
當

然

の
成

行
で
あ
ら
ね

ば
な
ら

阻
。

古
意

も
新
ら

し

き
も
、

都
市
ε
い
ふ
都
市
、
港
海

忌

ふ
港
灘

の
企
國
到
る
虎
に
擡
頭
し
て
、
頓
に
活
氣
を
帯
び
來

つ
陀
の
は
、
實

に
此

時
代
の
新
現
象
ご
謂

ふ
べ
き
で
、
そ
れ
に
は
ス
地
方
の
守
護
大
名
薯
の
政
策
が
此
機
運
を
助
長
し
た
努
力
を
も
顧

慮
せ
ね
ば
な
.ら
諏
。

彼
等
は
各
本
圃

に
於
て
孚
凋
立
の
小
國
家
を
建
設
せ
ん
ε
し
た
が
、
.國
ε
國

,し
の
間

に
生
存
競
争
が
激
甚
で
あ

っ
て
、
隣
國
ε
錐
ご
も
、
何
時
襲
撃
を
加

へ
ん
も
測
ら
れ
諏
危
険
状
態
に
あ

っ
陀
か
ら
、
常
に
こ
れ
に
封
ず
る
警

戒
を
嚴
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
は
こ
Σ
に
其
領
内

に
於
け
る
自
給
自
足
を
以
て
経
済
上
の
根
本
政
策
ε

し
た
の
で
あ
る
、
彼
寺
冠
木
所
領
の
押
領
の
如
き
も
、
畢
竟
此
必
要
に
醗
儀
な
く
さ
れ
た
も
.の
で
あ

っ
た
。

こ
れ

ご
同

　
の
意
味
に
於
て
、
彼
等
は
叉
商
業
の
奨
揚
に
着
目
し
出
し
た
。
他
国
ぜ
の
交
通
往
来

の
制
限
さ
れ
π
時
代
に

も
、
商
人
に
限

っ
て
ぽ
、
自
他
共
に
其
自
由
を
與

へ
、
領
内
に
港
濁
の
あ
ら

ん
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
與

へ
て

他
国
の
商
船
を
誘

つ
陀
。
向
國
の
市
場

に
來
.る
も
の
に
向

っ
て
は
、
特

に
寄
宿
の
便
宜
を
與

へ
、
稠
税
を
免
除
す

る
こ
,卜
'に
し
た
の
も
其

一
例
で
み
る
。
此
時
代
に
於
け
る
彼
等
の
組
合
な
る
座
が
頗

る
排
他
的

の
も
の
ξ
な

つ
π

他
方
に
は
、
樂
市
樂
座
な
る
自
由
市
場
も
設
け
ら
れ
て
、
商
人
の
自
治
を
認

め
、
只
管
市
場
の
殷
賑
を
期

し
π
の
で

み
る
・

(樂
市
集
塵
の
製

下
謬

詳
し
ぐ
す

る
)熱

誠
園
内

の
需

の
.み
に
止
ま
亀

.
外
竪

の
貿
易
の
爲

'

,



め
に
も
、
彼
等
は
常
に
注
意
を
梯
っ
て
其
機
會
を
捕

へ
る
に
努
め
た
。
明
貿
易
の
實
橿
が
此
聴
代
に
於
て
大
内
氏

に
締
し
、
朝
鮮
貿
易
の
そ
れ
が
宗
氏
に
、
琉
球
貿
易
の
そ
れ
が
島
津
氏
に
締
し
π
ご
は
い

へ
、、
彼
等
は
伺
ほ
其
諒

解
の
下
に
使
臣
を
遣
し
、
若
く
ば
自
国
の
商
人
を
し
て
互
市
を
行
は
し
む

べ
き
鹸
地
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
沿
試
み

に
常
時
朝
鮮
に
交
通
し
だ
も
の
丈
彪
見

渡
し
て
も
、
將
軍
や
管
領
を
始
め
.
北
は
若
挾

か
ら
中
國
四
囲
九
州
二
島

等

の
守
護
大
名
は
言
ふ
に
及
ば
す
、
名
も
な
き

一
地
方
の
領
主
迄
が
、
代
官
、
太
守
▼
鎭
守
大
將
軍

(中
に
.は
海

賊
大
將
軍
ε
自
爾
し
た
も
の
さ

へ
見
え
る
)
等
の
名
に
於
て
使
を
逡
り
、曳

は
朝
鮮
の
圖
書
を
受
け
、
蔵
船
を
約
し

て
居

る
。
赤
澗
關
太
守
や
長
門
州
乾
球
満
珠
島
代
官
な
ご
見
る
か
ら

に
滑
稽
で
あ
る
ま

い
か
。
其
中

に
は
俗
人
以

外
囁
津
四
天
王
寺
住
持

ご
い
ふ
が
如
き
僧
侶
も
あ
b
、
遠
く
は
信
濃
輝
光
寺
〔善
光
寺
で
あ
ら
う
)住
持
ε
い
ふ
の

さ

へ
見
え
る
が
.
是
等
は
寧
ろ
例
外

ε
看
做
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

吐
く
の
如
き
事
情
の
下
に
、
我
国
民

の
活
動
無
憂
は
南
洋
に
迄
も

お
し
櫨
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ご
共

に
葡
萄
牙
や

西
班
牙

の
所
謂
南
螢
船
も
九
州

の
諸
港
に
来
館
し
て
.
貿
易
が
盛
ん
に
.行
は
る
Σ
こ
ε
N
な

っ
た
。
坊
津
、博
多
、

安
濃
灘
が
日
本

の
三
津

ε
い
は
れ
た
の
は
主

ε
し
て
明
貿
易
の
上
か
ら
の
事
で
あ
る
。
其
中
安
濃
津
が
兵
庫
や
堺

を
措

い
て
三
津

の

一
に
入
り
得
る
資
格
の
あ

っ
た
ε
い
ふ
こ
ご
は

一
疑
問
で
あ
る
が
、
博
多
や
坊
津
は
お
し
も
お

さ
れ
も
せ
諏
貿
易
上
の
要
港
で
あ
っ
た
。
然
る
に
葡
萄
牙
、
西
班
牙
の
商
船
の
渡
来
以
後
は
、
次
第
に
新
ら
し
い

無
名

の
港
も
榮
え
出
し
た
の
で
あ
る
。
是
迄
は
海
賊

の
巣
窟

ε
し
て
知
ら
れ
た
松
浦
領
に
於
て
、
半
月
が
港
内
の

論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
(六
、完
)
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論
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中
世
都
市
の
墾
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(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
撹

三
六
}

四
五
六

半
穏
便
利
な
爲
め
に

一
大
貿
易
港
亡
し
て
獲
達
し
た
の
も
驚
異
に
値

ひ
す

る
が
、
横
瀬
や
幅
田
杯
ε
い
ふ
新
貿
易

港

の
出
現
も
注
意
す

べ
き
で
め
る
。
而
か
も
大
村
純
忠
が
天
ま
激
の
布
敏

ご
貿
易
遙
に
向

っ
て
多
大
の
便
宜
を
與

へ
る
旨
を
約
し
て
こ
れ
を
其
領
内
に
引
き
移
す

に
成
功
し
た
の
は
當
塒
の
貿
易
が
輩
な

る
貿
易
に
あ
ら
す

し
て
、

布
敷

に
結

び
附
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ

っ
て
、
宜
敷
師
の
往
く
ご
こ
ろ
に
商
船
が
從

つ
た
こ
ご
を
物
語

っ
て
居
る
の
.

で
あ
る
。
斯
様

に
内
外

㊨
通
商
貿
易
の
隆
盛
ε
な

つ
陀

こ
ξ
は
守
護
大
名
の
領
内
に
於
け
る
自
給
自
足
政
策
ざ
し

て
の
楯
山
其
他
の
利
源
開
獲
や
農
業
の
奨
顧
等

ご
相
蝶

っ
て
、
彼
等
の
資
源
を
豊

か
に
し
た
こ
ε
は
言
ふ
迄
も
あ

る
ま
い
。
彼
朝
鮮
に
出
稼
し
た
商
人
や
漁
民

に
課
税
し
て
歳
計
を
立
て

っ
ン
あ

っ
セ
宗
氏
は
此
時
代

の
守
護
大
名

の

一
代
表

ε
見
倣
す

こ
ご
が
出
來
る
。
彼
等
の

「
人
が
美
園
怯
中
に
臆
面
も
な
く
、

一
諾
廻
船
之
豪
、
随
分
費
買
仕
、
當
國
住
居
之
罷
悟
肝
要
之
事
、

`
の

一
條
を
設
け
て
、
他
國
に
赴

い
て
莫
大
の
利
得
を
し
た
商
人
共

の
蹄
國
土
着
を
命
じ
て
居
る
の
は
、
彼

等
を

し
て
其
政
策
の
犠
牲
た
ら
し
め
ん
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
苛
征
誅
求
の
目
的
物
陀
ら
し
め
ん
ピ
し
た

の
で
あ

っ
た
,
此
時
代
の
守
護
大
名
は
皆
具
築
城

に
當
っ
て
申
合
せ
た
如
く
、商
人

に
城
下
の
橿
異
な
市
街
地
域
を

占
め
さ
せ
る
こ
ε
に

　
致
し
て
居
た
。
足
利
の
將
軍
が
京
都
の
富
豪
な
る
酒
屋
土
倉
を
待

つ
π
程
で
は
な
く
ご
も

少
く
も
彼
等
に
最
も
必
要
な
る
軍
費
金
や
軍
需
品

の
供
給
を
商
人
に
期
待

し
た
こ
蓬
は
事
實

に
相
違
な
い
。
石
山

の

の
開
城

に
當

っ
て
.
本
願
寺
が
信
長
を
し
て
「
町
人
等
可
二
立
直
一事
」
こ
の

一
條
件

に
同
意
せ
し
め
陀
の
は
、
味
方

5)

6)
7)

日本西教史
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の
城
下
の
商
人
に
封
ず

る
敵
方
の
報
復
を
封
じ
た
恩
情
に
外
な
ら
諏
。
實
際
當
時

の
守
護
大
名
の
保
護
は
商
人
等

に
取

っ
て
左
迄
難
有

い
も
の
で
も
な
か
つ
π
。
兵
糧
竹
本
の
如
き
軍
需
品
は
こ
れ
.を
園
外

に
出
だ
す

こ
ε
を
禁
せ

.

ら
れ
て
居
る
。
國
中
の
馬
を
他
国
に
出
だ
し
て
賢
賀
す
る
こ
ε
も
亦
堅
く
こ
れ
を
禁
せ
ら
れ
、
.お
し
て
出
だ

「さ
う

ε
す
れ
ば
、
濱
牧
さ
れ
た
。
守
護
大
彪
の
保
護
は
其
主
た
る
目
的
か
ら
推

し
て
も
、
何
時
無
法
な
る
干
渉
`
早
墜

為
せ
な
い
に
も
限
ら
澱
。
斯
る
不
妥
定
の
室
氣
の
内
に
、其
笹
葉
を
続
け
て
行
¢
商
人
の
前
に
は
街
ほ
種
々
な

る
障

害
が
横
は

つ
て
居
た
が
、
中

に
も
商
取
引
の
上

に
信
用

の
鉄
火
、
通
貨
の
不
統

π
交
通
の
不
完
全
等
は
其
主
な
る

も
の
で
あ

っ
た
ら
う
。
而
か
も
彼
等
は
時
代
の
感
化
を
受
け
て
、

「
般
に
奮
圖
的
生
活
に
馴
れ
て
居
た
。
加
之
肚

會
秩
序
の
素
訊
は
階
級
制
度
の
崩
壊
を
摩
し
て
、
彼
等
自
身
も
武
器
を
取

る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
傭
兵
に
依

っ
て
み

つ
か
ら
衛

つ
た
の
で
あ
る
。
此
時
代
の
堺
の
商
人
の
如
き
は
後
者
の
擁
護
の
裡

に
ヤ
市
の
平
和
を
破
る

べ
き

一
切
の

も
の
を
擯
斥
し
て
境
内

に
足
踏
さ
せ
す
、
さ
な
が
ら
武
陵
桃
源

の
如

き
別
天
地
を
形
成

し
つ
》
あ
っ
た
。

さ
れ
ば

彼
等

の
自
衛
手
段
の
徹
底
は
、

一
切
の
障
礙
を
排
除
し
て
商
業
の
目
的
を
達
成
せ
し
め
ね
ば
已
ま
な
か
つ
陀
の
で

あ
る
。
(堺
の
市
民

ご
浪
人
ご
の
關
係
は
下
に
詳
し
く
す
る
)
今
其
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば
、
彼
等
の

組
合
の
座
の
固
結
が
、
從
來
に
比
し
て
内
的
に
も
外
的
に
も
頗

る
鞏
固
ご
な

っ
た
こ
ε
を
先
づ
塞
ぐ

べ
き
で
あ
ら

う
。
外
的
に
は
彼
等
は
荘
園
の
本
所

に
於
け
る
が
如
く
、
飢
版
な
る
肚
會

に
も
、
術
ほ
傳
統
的
に
其
権
威
を
認
め

ら
れ
て
居
た
ε
こ
ろ
の
淋
肚
、
寺
院
や
皇
室
、
貴
族
、朝
廷
の
諸
司
、幕
府
守
護
等
を
其
本
所
に
戴
き
、
公
用
、
公
役
、

論

叢

中
世
都
市
の
態
逡
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、完
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論

叢

中
世
都
市
の
嶺
達
〔六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

ゴ
三
八
U

四
五
八

役
銭
等
の
名
の
下
に
、
納
め
物
を
す
る
代
り
に
、
英
名
を
假
り
て

一
切
の
課
役
、
商
品

の
關
視
を
免

れ
、
叉
専
業

専
費
の
権
を
胤
ち
得
た
の
で
め
る
。
京
都
の
酒
麹
座
が
北
野
肚

の
西
京
の
神
人
で
あ
り
、
山
城
の
油
座
が
大
山
崎

の
荏
胡
蹴
帥
人
で
あ
b
、
京
都
の
酒
屋
、
土
倉
が
山
門

の
公
人
、
近
江
の
粟
津
の
魚
屋
座
が
内
侍
所
供
御
人
、
京

都
の
反
古
座
が
禁
裏
御
料
所
で
あ

っ
だ
り
、
諸
国

の
紙
商
が
東
坊
城
家
を
本
所

ε
し
、
座
頭
が
久
我
家
を
本
所
`

し
た
b
し
π
の
は
何
れ
も
其
實
例
で
あ
る
。
彼
等
は
二
重
の
保
随
を
附
す

る
矯
め
、

一
つ
の
座
を
組
織
し
て
居
乍

ら
、
更

に
又
庇
種

の
座
員
即
ち
座
人
ご
な
っ
て
居
た
も
の
も
あ
る
。
京
都
の
御
服
商
賈
座
、
米
座
、
古
鐵
座
等
が

鳳
替
　を
奉
算
す
る
禁
裏
駕
輿
丁
ざ
し
て
駕
輿
丁
座
に
翳
し
た
る
が
如
き
は
其
貸
倒
で
あ
る
。

是
等
の
従
属
關
係
は
も
こ
よ
b
此
時
代
以
前

に
存
在
し
把
の
を
繕
績
し
來

つ
.た
も
の
も
あ
る
が
、
此
時
代
に
な

っ
て
始
め
て
成
立

し
、
而
か
も
其
由
緒
を
色
附
け
る
爲
め
に
、
前
代
に
假
託
し
た
如
何
は
し
き
交
書
記
録
の
此
時

代
に
作
ら
れ
π
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
適
正
此
時
代
に
於
て
商
工
業
者

の
替
業
上
此
本
所
關
係
を
必
要

E
し
た
こ
ε
を
裏
書
し
て
居
る
も
の
で
あ
ら
.う
。

併
し
乍
ら
此
時
代
の
商
人
は
決
し
て
此
程
の
外
護
に
の
み
依
頼
し
て
は
居
な
か
つ
だ
。
.彼
等
は
内
的
に
も
座
の

組
織
を
整
頓
し
て
、
其
固
結
を
鞏
固
な
ら
し
め
る
こ
ご
に
力
め
た
。
座
人
の
員
撒
を
限

っ
て
名
帳
に
載
せ
、
規
約

(置
目
)を
定
め
て
、
各
自
先
規
を
守
り
、
規
約

に
違
背
、せ
ざ
ら
ん
こ
ざ
を
誓

ひ
、時

々
會
議
(
談
合
)
の
矯
め
に
集
會

(寄
合
)
を
催
し
、
其
席
上
で
は
多
数
の
意
見
に
服
従
す

る
こ
ε
》
し
、
こ
れ
に
背

い
た
も
の
は
座
金
膿
よ
り
威
罰
す

10)日 本西教 史
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る
こ
ご
』
し
た
の
み
な
ら
す
、
外
部
よ
b
彼
等
の
利
擢

を
侵
害
す
る
も
の
N
現
れ
た
場
合

に
も
亦
座
全
艦

ε
し
て

極
力
こ
れ
を
防
禦
し
た
る
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
じ
而
か
も
事
態
が
重
大
で
あ

っ
て
、
個

々
の
座

の
力
を
以
て
解

決
し
難

き
場
合
に
ぱ
、
更

に
他

の
利
害
關
係
を
同
じ
う
す
る
座

ε
の
聯
合
が
行
は
れ
π
、
彼
鶴
翼
丁
座
成
立
の
動

機
の
如
き
も
亦
こ
れ
に
外
な
ら

ゐ
ざ
謂

っ
て
よ
か
ら
う
。
座

に
は
商
工
業
の
種
類
に
依

っ
て
組
織
さ
れ
立
も
の
}

外
、
地
方
で
は

一
定
の
日
に
関
市
す

べ
き
市
場
の
座
も
あ

っ
て
、
そ
れ
を
市
座

ε
い
っ
た
。
是
等
は
市
場

に
於
て

管
業
す

べ
き
組
合
員
が
限
ら
れ
て
居

っ
て
、
組
合
外
の
も
の
ン
濫
り
に
廛
鋪
を
開
く
こ
ご
を
許
さ
な
か
つ
だ
か
ら
、

希
里
者
は
此
座
に
渡
り
を
附
け
て
其
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
常
時
は
商
人
が
行
商
若

し
く
は
商
品
仕
入
れ
の
目
的
を
以
て
他
地
方

に
赴
く
場
合
に
は
、
そ
れ
み
、

に
其
地
域
が
定
ま
っ
て
居

っ
て
、違
犯

者
は
各
同
業
團
艦
で
取
締

っ
て
居
π
も
の
》
、
此
く
の
如
き
笹
葉
地
域
や
道
路

の
欄
占
椎
の
侵
害
に
謝
す
る
取
締

は
到
底
箪
な

る
座

の
猫
力
の
及

ぶ
こ
こ
ろ
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
二

つ
以
上
の
座
の
聯
盟
が
成
立
し
て
、
領
主

の
諒

解
の
下
に
蓮
反
巻

に
封
ず

る
酸
重
な
る
監
視
や
制
裁
に
向

っ
て
其
威
力
を
獲
撮
す
る
こ
ε
㌧
な

つ
だ
の
で
あ

る
。

草
藤
年
間
に
近
江
國
愛
知
郡
の
小
幡
、
薩
摩
、
犬
上
郡
の
八
坂
、
東
淺
井
郡
匹
田
中
江
、
及
び
高
島
郡
の
南
市
場

が
五
箇

ε
謂
す

る
聯
盟
市
座
を
組
織
し
て
、
今
津

か
ら
若
挾
國
小
濱
に
達
す

る
九
里
半
街
道
の
凋
占
権
を
得
、
他

の
聯
盟
以
外

の
商

人
が
こ
れ
を
使
用
す
る
の
を
妨
げ
た
る
が
.如
き
は
、
其
好
適
例
・こ
看
做
す

べ
き
で
あ
る
。
も
ご

よ
り
鰍
洲
中
世
の

ハ
ソ
ザ
同
盟
の
如
き
大
規
摸

の
も
の
で
は
な
か
っ
π
に
も
せ
よ
、
類
似
の
事
情
の
下
に
偶
然
成

論

叢

中
世
都
市
の
蛮
建
(六
、完
)

第
十
四
巻

(

三
號

三
九
)

四
五
九

11)近 江蒲生郡 円背淋肚 交

ρ



論

叢

中
世
都
市
の
號
蓬
(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

四
〇
)

四
六
〇

立
し

だ
類
似

の
事
實

ご
見

ら
れ

組
こ
ε
は
あ

る
ま

い
。

地

方

の
都
市

の
勃
興

が
、
領
主

の
保

護

に
待

つ
こ

ど
の
多

か

つ
陀
丈

、
其

榮
枯
盛
衰
も

亦
領
主

ε
運
命
を
共

に

,

し

た

も

當

然

で

あ

る

。

後

北

條

氏

の
首

府

ご

な

る

ご

共

に

、

漸

次

殷

賑

の

巷

ε

な

っ

て

、

関

東

地

方

の

中

.心
ご

も

看

做

さ

る

エ

に

至

っ
た

小

田

原

は

去
程
F
相
州
小
田
原
、
守

護
の
政
道
私
な
く
民
な
撫
し

か
ば
、
.近
国
他
国
の
人
民
懐
レ
恵
移

レ
豪
し
て
、
津

々
浦

々
の
町
人
職
人
西
園
北
圃
よ
り
群
来

る
、
出
日
の
鎌
倉
も

い
か
で
是
程
め
ら
ん
や
ざ
覧
ゆ

み
許

に
見
・ん
・ト
げ
り
、
東
は

「
色

よ
り
板
橋

に
至
る
ま
で
、
其
間

一
里
の
程
F
棚
な
に
り

、費
買
数

為
蓋
し
げ
る
、山
海

の
.珍
物
琴
碁

書
意
細
工
に
至

る
ま
で
不
レ
誰

ε
云
事
な
し
、
異
国
居
物
未
だ
目
に
不
レ
見
、
ま
し
て
聞
も
不
レ
及
器
物

奄
幾
等

こ
云

切

こ
ご
な
く
積
鎧
た
り
、
交
易
賞
買
の
利
潤
は
、
四
條
五
條
の
辻
に
も
過
た
り
、
民
の
・畿
翌
暁
に
し
て
、
東
西
の
業
繁
昌
ゼ
リ
。

ε
い
は
れ
る
。

斯
く

て
鎌
倉
將

軍
や
關
東

公
方

の
首

府

で
あ

っ
π
鎌
倉

の
繁

榮
は
小

田
原

に
移

っ
た

の
で
あ

る
。

而

か
も

後
北

僚
氏
の
滅

亡
後
關
東

の
主

人

ご
な

っ
た

徳

川
氏
が
、
新

に
江
戸
を
首
府

ε
定

め
て
、
極
力
都
市

の
経

管

に
盤
捧
す

る
ご
共

に
、
小

田
原

は
亦
江
戸

に
其
地

位
を
護
ら

ざ
る
を
得

な

か

っ
た
。

こ
れ
は
軍

に
其

一
例

ε
し

て
擧

げ
た
迄

で
あ

る
が
斯
様

な
奔
馬

燈

の
如

き
攣

化

は
何

れ
の
地
方

に
も
よ
く
惹
起

さ
れ
π

一
特
日
本

三
津

の

一

へ

ご
し
て
海
外
に
迄
も
其
盛
名
を
題
は
れ
た
坊
津
の
如
き
も
、
親
し
く
其
地
を
音
つ
れ
た
近
衛
信
ヂ
を
し
て
其
聞
き

糊

し
に
愛

る
風
物
に
唖
然
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

山
又
山
を
越
え
て
濫

の
谷
の
底

に
こ
こ
ろ
み
＼
人
家
の
見
ゆ
る
あ
た
b
が
坊
.津
で
あ
る
ε
聞
か
さ
れ
た
信
サ
は

さ

て
も

心
う

き
所

に
も

め

る
哉

ぞ、皆

人
目

ξ
目

隠
見
合

ぜ
あ
き

れ
果

て
、、
岩

根

か
た

き
し

っ
た

ひ
、

ぬ
り
く

っ
く

し

つ
」
、
辛

う

じ
て

か
り

や
か

れ
に
は
來
着
き
げ
れ
共

、
(中
略
)元
よ
り
海
に
家

々
の
か
ご
の
下
ま
で
入
め
ぐ
叫

埋
れ
ば
、
浪
幣
物
さ
は
が
し
く
て
、
さ

な
が
ら
枕

の
下
に
海
あ
る

12>小 田 原 謳

13)信 サ 公謁



心
地
す
れ
ば
・
婁

が
ら
麗
奇

し
折
芝

異
脅

す
、
四
窪

高
山
屏
笠

て
た
る
如
く
に
て
、
歳
事

、も
な
く
横
在

詩

、
涼
風
も
來
ら
ず

棄

眺
讐

暫
讐

絶
棄

て
・
水
量

六
七
町
も
囈

言

て
、
岩
間
葎

ひ
、
木
の
難

凌
ぎ
、
汲
奨

犀

炎
暑
の
難

限
な
↓
(巌

吾

に

聞
き
し
に
響

て
・
人
築

少
く
棊

造
.
柵

に
し
巡

査
義

樋
の
い
妥

み
も
、
堺
の
便
り
毒

ざ
れ
ば
求
め
難
し
三
否

れ
ば
、
是
彼
に

つ
け
て
、
此
世
の
中
の
心
地
も
ぜ
す
、

土
.地

の
狭

き
は
欧
洲
中
世

の
都
市

ε
同
じ
く
、
.此
時
代

の
都
市

の
常

で

み

っ
て
、暑

に
聞

こ
え
た
堺

の
如

き
す

ら
、

京
都

杯
に
比

べ
て
見

れ
ば
、
眞

に
猫
額
大

の
土
地

に
過

ぎ
な

い
の
で

あ

る
か
ら
、
由
[ε
山

ε

の
谷
間

に
め
る
坊
津

も

敢

て
怪

し
む

に
足

ら

緻
。

け
れ
こ
も

一
時
は
我
支

那
琉

球
通
ひ

の
船
舶

は
も

ご
よ

り
、
所
謂
唐

、
琉
球

、
南

蟹

の

配
船

の
帆
檣

林
立

し
て
百
貨
輻
輳

し

π
程

の
此

他
に

し
て

一
漁

村

に
も
如

か
兎
寂

れ
方

は
、
多

大

の
期

待

巴
憧
憬

ε
を
抱

い
セ
遠
來

の
珍
客

を
失
望

さ
せ

た
こ
ご
如

何

ば

か
り

で
あ

っ
た
ら
う
。
.

b

新

興
の
都
市

に
於

て
、
経
済

の
中

心

ご
な

る

べ
ざ
商

工
業
者

を
出
家
得

る
な
ら

ば
領
内

の
人
錠

に
止

め
だ

い
こ

ε
は
排
他
的
な
戦

國
の
領
主

の
中

16

の
望

み
で
は

め

つ
把
ら
う

。
併

し
他
方
商

工
業
の
隆

盛
を
希

ふ
こ
`

N
は
必

ず

し
も

】
致

せ
な

い
事
情

も
あ

っ
泥

か
ら
、
他

の
先

進
商
業
雛

市

か
ら

、
斯
業

の
練
達

潜
を
招
致

し
て
其
手
腕

を

利
用
す

る
こ
ご
の
行

は
れ
た
の

は
敢

て
前
代

に
譲

ら

な

か

っ
た
。
前

に
擧

げ
π
場
合

で

い

へ
ば
、
後

北

條

氏

が

ロ

小
冊
原
を
脛
螢
す
る
に
當

っ
て
、
鎌
倉
よ
り
工
匠
を
呼
寄
せ
だ
・
ε
も
あ
れ
ば
、
小
田
原

の
衰
頽
落

工
専

の
江

ゆ

戸

に
移

っ
た
も

の

㌧
多

か

っ
た

こ
ε
を

思
合
す

べ
き

で
あ
ら
う
。
秀
吉

が
大
阪
を
経
鞍
す

る
に
當

っ
て
、
堺

の
商

人
を
呼
寄

せ
た

る
が
如
き
も
、
も

ε
よ
り
典
例

に
漏
れ

る
も

の
で
な
な

か
ら
う
。
領
内

の
商

人

の
、
船

に
乗

っ
て
他

論

叢

中
世
都
市
の
登
達
(六
、完
)

第
+
四
巻

(第
三
號

四

一
)

四
山2

13)小 田原衆所領役帳

互4)後 北條 氏遣 聞

「

■



「

潅

叢

中
燕

市
の
蓬

(大
、毒

筆

署

(第
三
號
.

四
三

堅

八
二

啓

出
稼

さ
を
し
起
も
の
に
向

っ
て
領
主
が
本
鬮
・
葎

を
鋤

め
て
居
・
反
面
に
は
・
闘

に
移
住
す

る
も
の
y

少
く
な
か
っ
た
こ
巴
を
讃
糠
立
て
＼
屠
る
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
斯
様
な
移
住
者
以
外
に
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら

鍛
事
賓
は
行
商
で
あ
ら
う
。
中
央

の
大
都
市
の
疲
弊

に
つ
れ
て
地
方
の
小
都
市
の
籏
潤
し
た
此
時
代
に
は
、
輕
濟
上
の
事
情
が
、
商
工
業
者
の
、

↓
定
の
都
市
に
廛
鋪

を
開

い
て
需
要
者
を
待

つ
.を
許
・
な

い
や
う
に
し
た
。
是
に
於
て
彼
等

は
是
等
の
都
市

ε
郡
市
若
し
激

地
方
ご
、

の
間
を
灘

フ
て
其

取
引
範
園
の
擾
張
を
圖

る
を
鹸
儀
?

さ
れ
た
の
で
め
る
。

こ
れ
疑
ひ
も
?

地
方
都
市
の
勃

興
が
生
ん
だ

一
新
現
象
で
あ

っ
た
。
凡
そ
此
時
代
程
行
商
の
盛
ん
に
行
は
れ
た
時
代
は
前
代
に
比
を
見
な
か
っ
た

で
あ
ら

フ
。
肉
醤

捉
は
れ
勝

ち
な
京
都
の
商
人
で
さ

へ
も
、
此
形
勢
の
推
移
に
後
染

、
載
れ
も
ぐ

・鉱

方

に
行
商
し
π
。
地
方
の
新
興
都
市
の
商
人
の
中
に
は

一
層
目
醒
し
き
活
動
を
続
け

つ
、
あ
っ
た
も
の
が
副

い
の
で

あ
る
。

當
壁

高
の
み
多

か
つ
奮

い
は
れ
る
博
多
の
商
人
の
如
き
も
、
決

し
て
居
乍
ら
外
国
商
船
の
入
港
を
待

っ
て
居

セ
も

の
で
は
な
く

、
寧

ろ
國
の
内

外

に
罫
す

る
行
商
を

專

ら

ご
し
て
居

た
こ

ざ
は
左

の
記

事
を
見

て
も
明
ら

か
で

あ
.る
。

肩

入
業
行
二
商

↓
琉

球
南

螢
藺
舶
所

・集

之
地

、
h
中

略

)往
二
來

我
国

一(
朝
鮮

)者

、
於
二
九
州
中

一博
多
最
多
冠

博
多
.の
商
人
は
朝
鮮

の
み
な
ら
す

、
劉
明
貿
易
.に
於
て

も
亦
目
ざ
ま

し
き
活
動

を
演

じ

つ
」
あ

っ
た
。

15)日 本西教史

16>海 東諸 國記

,



併
し
又
醗

っ
て
考

へ
て
見
る
ご
、交
通
の
不
便
で
あ

っ
た
こ
ε
も
、
此
時
代
に
上
越
す
も
の
は
な
か
つ
π
。
斯
る

時
代
韮
行
商
が
斯
く
迄
盛

ん
で
あ

っ
た
ε
は
頗
る
解
し
難

い
現
象
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
前
に
も
説

い
た
領
主
の

政
策
上
、
自
国
に
出
入
す

る
他
国
の
商

工
業
者
に
與

へ
た
あ
ら
ゆ
る
便
宜
ご
、
彼
等
の
團
結
よ
り
す

る
不
断
の
努

力

ご
が
、
よ
く
是
等
の
障
礙
を
排
除
し
た
以
外

に
、
爲
替
手
形
の
護
蓮
も
亦
此
時
代
に
於
け
る
通
貨
の
不
統

一
や

携
帯

の
不
便
等
を
補

っ
て
飴
り
の
め
っ
た
こ
ε
を
見
遁
す
鐸
に
行

か
粗
、
而
し
て
此
爲
替

の
取
組
に
つ
い
て
割
符

屋
ε
稻
す
る
専
門

の
特
業
者
の
外
に
寺
院
が
關
係
し
て
居
た
こ
ε
、
其
中
に
は
本
寺
、
末
寺
の
如
き
信
仰
關
係
を

利
用
し
た
も

の
玉
め

つ
π
ら
し
い
こ
ε
は
頗

る
注
意
す

べ
き
こ
ε
で
め
ら
ね
ば
な
ら
漁
。
今
其

「
例
を
擧
げ
て
見

や
う
u

清
泉
州

一
山
門
西
塔
院
北
谷
雑
事

却
交
明
五
+
+
五

青
苧
商
人
於
二
越
後
國

【乍
レ
講
二飯
荷
物
↓
割
符
料
足
不
レ致
二
其
沙
汰
噛
勿
於
二坂
本
戸
津
「
押
一一荷
物
一難
二

催
促
候
一
術
難
澁
、
仰
二
給
主

】可
レ預
二御

下
知
H之
由
、

坂
本

カ
ツ
トリ

問
丸
鴨
島
左
衙
門
太
郎

切

絵
主
辞
住
房
憲
舜

こ
れ
は
越
後

ε
近
江
坂
本
戸
津
ご
の
間
に
荷
爲
替
を
組
ん
だ
場
合
で
め
る
。
青
苧
商
人
は
荷
受
人
ε
し
て
山
門
西

騎

叢

中
世
都
市
の
輩
達
(六
、完
〕
.

舖
十
四
巷
一
(第
三
槻

四
三
)

圃四
六
三

貯)親 元 日記別録

、

『



論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
(六
、完
)

第
+
四
巻

(第
三
號

・
四
四
)
.
四
六
四

塔
院

北
容
雑

裳

よ
り
代
金

の
融

通
を
得
乍
ら

、
支

彿
を

せ
な

い
覚

め

に
、
此

訴
訟

が
提
起

き
れ

た
の
で
あ

っ
て
、其

結
集

、
荷
物

の
差

押

ご
な
か
、
支
彿
捨
保

の
責
任

に

つ
い
て
静
住
房

憲
舜

が
引
合

に
出

で
た
鐸

で
あ
ら
う

。

斯
様

に
行
商
や
遠
隔
地

ε
の
取
引

を
盛

ん
に
行

つ
把
商

人
は
蕾

に
國
内

の
事
情

に
明

る
か

つ

把

ば

か

り

で
な

く
、
彼

等

の
中

に
は
海
外

に
迄

も
乗
出

し

て
、
中
外

の
形
勢
事

物

に
目
ざ

め
た
も

の
さ

へ
あ

っ
た
、

こ
れ
を
政
略

上

鎖
国
主

義
を
取

っ
て
居

て
、
一
歩

も
園
外

に
出

で
な

か

つ
π
諸

国

の
領
主
や
其

周
園

の
人

々
に
比

べ
陀
な
ら

ば
、

其
知
見

の
該
博
な

る
こ
`
言

ふ
迄
も
な

く
、
而

か
も
身

は
局
外
中

立

の
立
場

に
あ

っ
π

か
ら

、
彼

等

の
武
者

は
是

等
の
諸
募

領
毒

に
接
近
し
て
其
知
遇
を
受
け
・
顧
問
に
備
は
る
も
の
さ

へ
あ

っ
た
。
京
都

の
降
屋
碧

衛
門

ε
い
ふ
商
人
が
天
正
年
間
、
商
用
の
矯
め
屡
甲
斐

に
往
來
す

る
間
に
、
.領
主
武
田
勝
頼

の
爲
め
に
領
地

の
事
を
斡

旋
し
、其
功
に
酬

い
る
爲
め
に
勝
頼

か
ら
贈
ら
れ
た
日
蓮
.の
舎
利
三
粒
中

の

一
粒
を
、
香
華
院
な
る
寂
光
寺
に
寄
附

し
た
事
實
の
如
き
も
、
其

一
例

・し
し
て
見
ら
れ
を
其
他
小
西
行
長
の
欠
如
清
は
堺
の
藥
商
で
あ

っ
た
が
、
秀
吉
の

爲
め
に
宇
喜
多
秀
家
に
便
し
て
功
が
あ

っ
把
。家
康
も
町
人
後
藤
圧
三
郎
を
採
用
し
・て
其
顧
問
ε
し
允
。

此
時
代
の
末
期

に
起

つ
た
諸
国
の
領
主
で
統

一
の
望
を
抱

い
た
も

の
は
、
其
事
業
の
蓮
行
止
何
れ
も
皆
都
市
や

商
人
を
利
用
す
る
に
傾

い
て
居
π
が
、
就
中
織
田
信
長
の
如
き
は
個
人
ε
し
て
も
、
抜
群
の
理
財
家
で
あ

っ
た
。

彼
れ
は
將
軍
足
利
義
昭
か
ら
近
江
に
於
け
る
領
地
の
加
増
を
諭
さ
れ
把
の
を
酢
退
す
る
代
り
に
大
津

`
草
津
ピ
堺

ご
に
代
官
を
置
く
こ
ε
を
請
う
て
許
さ
れ
居

る
。
堺
は
も
ε
よ
り
、
大
津

ε
草
津
ご
も
當
時
地
方
に
於
け
る
有
敷

16)寂 光寺交書所牧蓮祀佛舎利傳來誰



の

都

市

で

あ

っ

た

こ

ε

に

想

到

せ

ば

ヤ

信

長

の

用

意

の

那

邊

に

め

つ

π

か

を

窺

ふ

べ

き

で

あ

ら

う

。

信

長

は

早

く

も

永

様

十

一
年

に

領

内

の

美

濃

加

納

に
向

っ

て

樂

市

樂

座

に

關

す

る

左

の

規

定

を

獲

存

し

て

居

る

が

、

定

一
常
市
場
越
居
之
輩

分
國
往
遽
煩
有
べ

か
ら
す
、
借
銭
情
米
さ
か
り
鍍
敷
地
年
貢
門
な
み
諸
役
免
許

ゼ
し
め
詫
、
譜
代

相
倍
の
潜
れ
り

ぐL
い
ふ
も
、

違
濫

す
.へ
か
ら
ざ
る
事

、

}
鰻
杢
巾
樂
座
」心
土
諸
商
壱
ハす

へ
斗
・事
・

一
々
し

か
ひ
狼
藉
喧
暁
目
論
値
入

へ
か
ら
す
、
藏
寓
な
ご
り
非
分
申

か
く

へ
か
ら
さ
る
事

・

右
條
々
於
=
違
背
之
族

一考
可
レ
加
二
成
敗

}者

也
「

畑

永
疎
十

一
年
九
月

目

信

長

花
押

恥

後

安

土

町

を

も

同

じ

く
樂

市

樂

座

ε

し

て

、「
次

の

如

き

町

制

を

定

め

、

西

入

に

瞥

業

上

各

種

の

便

宜

を

與

へ
た

。

定
.

安

土

山

下

町

.

　
営
所
中
備
二
乗
市

一被
二
仰
付

一儀
上
者

ハ
、
諸
座
諸
役
諸
公
事
等
悉
冤
許
之
事

、

一
往
遠

之
商
人
上
】海

道

一
相
留
之

、
上
下
至
二
雷
町

】
可
二
箭
宿

」
、但
於

二
荷
物
以
下
付
下

一音

、
荷
主
次
第
事

、

一
並
暴
珊
免
除
事
、
但
御
陣
御
在
京
等
御
留
主
難

ン去
時

・
可
レ
霰
二
合
巾

一事

-

、

一
傅

馬
免
許
之
窮
・

一
火
事
之
儀
、
於
二
付
火

一考
、
共
亭
主
不
奇

・
懸
レ
科

、
至
二
自
火

一意

遂
二
糺
明

一
、
其
身

可
=
追
放

一イ
但

依
二
事
之
禮

一可

肴

二
軽
重

粟

、

一
智
人
之
儀
借
屋
井
錐

レ爲

二
同
家

「
、
[亭
主
不
レ
知
=
其
子
細

一
、
不
レ
及
二
口
入
者
・
亭
主
不
レ
可
レ
有
=
其
科

【
、
至
二
犯
過
老
輩

一者
、
遂
二
糺
幽明

一

可
レ
庭
レ
通
事
、

一
諸
色
費
買
之
儀

、
縦
雌

レ
爲
二
塗
物

戊

買
主
不
レ
知

レ
老
者

、
不
レ
可
レ
有
二
罪
過

穴

吹
盗

人
於
二
引
付

一着

、
任
二
古
法

】
、
贓
物
可
二
返
付

一事

、

.

論

叢

中
世
都
市

の
機
達

(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

四

五
)

四

六
五
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論

叢

中
世
都
市
の
獲
連
糾
六
、完
)

第
+
四
巻

(第
三
號

`

四
六
)

四
六
六

一
分
國

申
徳
政
雌

レ
行
レ
之
、
當
折
中
免
除
之
事
、

一
価
國
井
他
所
之
族
聾

越
當
所

着

付
候
者
・
從
晃

3

居
佳
之
者
同
萬

讐

爲

二
誰
・
家
來

一
、
否

可
・
有
・裏

儀

】
、
若
號
二
給
八
一
羅

課

役
停
止
事
、

一
直
咤
口
論
井
國
賢
所
質
押
萱
宿
之
押
借
以
下

[切
停
止
之
箏
、

.

[
至
二
町
申
一譴
責
使
同
打
入
筆
之
儀
、
輻
富
平
左
衛
門
木
村
次
郎
左
衛
門
両
人
に
相
屑
之
、
以
二
糺
明
之
上
一可
二
肉
付
F事
、

一
捻
二
町
並
居
佳
之
輩
】者
、
錐
二奉
公
人
井
諸
職
人
、
家
並
之
役
免
許
之
事
、

付
被
二
仰
付
脾以
二御
扶
持
】居
住
老
輩
、
井
被
二
召
仕
一諸
職
入
寺
各
別
之
事
、

一博
労
之
儀
、
國
中
馬
費
買
悉
於
二
當
所
噛可
レ仕
事
、

右
條
々
若
漣
背
之
族
看
、
遠
別
レ慮
二股
科
一番
也
、

天
正
五
年
六
月

口

帥

ち
樂
市
樂
座

ε
し

て
座

の
設
立
を
許

さ
す

何
人
も

來

っ
て
瞥
業

を
な
す

は
其
歓

迎
す

る
こ

こ
ろ
で
あ

っ
て
、
往

來

の
商

人
を

ぱ
成
る

べ
く
共
町
内

に
寄
宿

さ
せ
や

う

適
し

、
他

国

の
も

の
で
も
、
從
來
土
着

の
も
の
ε
同

一
の
待

遇

を
與

へ
、
馬

の
質
買

の
如

き
は
必
ず

安
土

に
限

る

こ
ε

》
し

に
。
市

場

に
凍

る
も

の
は
信

長

の
分
国

何
れ

の
ご

こ
ろ
に
赴
く
も
官
由

で
あ

っ
て
、
地

税

〔敷
地
年

貢
)
家
屋
税

(門
並

諸
役
.ε
も
家

並
之
役

ご
も

い
ふ
)
を
始

め
普
請

傳
馬

の
諸
役
を
免
除

し
、
喧
嘩

口
論
押
借
押
買
等

を

禁
じ
、縫

ひ
債

務
が
あ

っ
て
も
、
町
内

に
於
て
は
其
督
促

差
押

を
な
す

を
許

さ
す
、
徳
政

の
實
施

さ
れ
た
場
.合

に
も

、
町
内
丈

に
は
之

を
適
用

せ
な

い
こ
ご

、
し

た
。

火
災
.は
出

火

の
場

合
は
家
主
を

追
放

に
庭

す

る
け

れ
こ
も
㌻
放

火

の
場
合

は
家
主

の
罪
を
問
は

浦
。
其
家
若

し
く
は
借
家
よ



回

り
罪
人
を
㍑
し
た
場
A・
に
も
.
箋

が
情
・
智

駐

・
葦

・
問
…

`
ζ

斯
く
て
市
民
の
生
禽

産

の
安
全

に
向
.つ
て
あ
ら

ゆ

る
保
障

を
典

令
た
の

で
あ

る
。

信
長
は
又
初
星

洛
の
後

、
精
馨

選
讐

關
・
窪

律
)・
公
布
・
・
馨
.

す
べ
・
暫

嘉

を
鑑

し
・

例
.
挽

け
鏡
は
精
讐

貨
)
の
二
倍
、大
農

・
五
黛

以
・
・
準

・
蕊

・
・
　
に
・
」
繕

歩
の
割
合
を

定
め
、租
税
。
納
附
。
叢

引
に
米
・
用
勇

の
を
止
・
て
磐

代

へ
・
せ
・灘

・
託
し
て
商
品
の
隻

参

す

を
禁
じ
究
.
其
他
辞

管
・内
の
鰐

・
鰹

・
・
、交
通
・
.盃

・
除
か
ξ

し
た
事
も
・藩

業
上
に
及
ぼ
し
た

便
益
は
葵

馨

、
。
が
・
つ
た
一

。彼
れ
・
釜

石

毒

・
名
・
於

・
・昊

の
軍
基

を
富
め
る
響

の

震

に
課
し
、
藷

附
を
拒
、α
・
も
の
鋳

・
・
は
軍
墜

差
向
・
・
蕃

・
焚

・
た
こ
ξ

め
る
・
而
か
も

　凧
都
.や
茎

の
罠

に
凱
旋
の
就

・
米
嘉

・
・
…

も
匁

、
中

・
・
釜

の
喪

の
如
き
握

朱

ξ

亜

目
能
。
催
、
て
、
信
長
か
色
許

に
賜
つ
・
畢

鶴
を
頂
・
菱

・
・
毒

・
繧

の
掬
す
べ
き
も
の
が
め
っ

た
.
秀
出口
の
如
き
も
、
其
少
蹟

に
あ
っ
・
粟

去

訓
練
・
讐

あ

響

的
説
話
磁

へ
ら
れ
て
居
る
程
信

長
以
ま

謬

的
麗

・
有
.・
て
居
だ
が
、
信
長
・
覆

、
歪

工

年
六

月
か
ら
同
じ
く
+
二
年
四
月
迄
の
問

に
彼
れ
の
山鼠
部
所
。
代
た
る
前
田
蚤

董

蕃

肇

・
出
・
し
萎

饗

・
信
長
鷺

の
誓

代
村
輩

勝

に
代

っ
て
代
替
り
,
し
て
與

へ
た
も
の
で
は
あ

・
が
、
・
斯
誇

保
護

蓋

く
し
叢

募

「
讃

で
あ
る
。
.,彼

れ
の
都

市
舞

は
大
阪
を
始
め
・
し
て
心凧
都

・
・
伏
…

見
・
れ
・
け
れ
・
も
・
歪

+
五
蓄

多

の
再
興
に

論

叢

中
世
郷
市

の
壷

漿

六

・完
}

第
十
四
巻

(第
三
號

四
七
)

四
六
七

咀



第
+
四
巻

(第

三
號

四
.八
)

四

六
八

論

叢

唯
世

都
市
の
.獲
蓮
〔六
、
完
)

當

っ
て
彼

れ
が
壕

津
眞

・
茎

・・
如
何
・
其
用
意
の
・
到
・
あ

・
だ

か
を
語
る
も
の
で
あ
る
.
、
れ
に
線

る
島

難

に
於
て
は
諸
盟

藤

・
一
切
其
存
立
・
許
享

・
・
、
言

々
・
に
簗

を
な
。
し
め
π
か
、
、

亦

あ

樂
垂

座
で
め
っ
た
こ

ミ

亀

子
諸
役
覧

除
・
、
徐
啓

馨

レ
、
武
士
の
市
内
に
種

す
、
を

禁
じ
・押
買
難

の
如
き
不
落

爲
・
許
・
紫

か
・
・
.
…

で
・
翌

の
除
爲

・
認
め
、失
。
焚

は
犯
人

の
み
を
罰
し
て
他
人
・
墾

・
・
蒙

・
・
.
斯
・
保
護
構

多
琵

に
限
ら
れ
陀
澤
で
は
な
く
、
哩

の
商

会

溝

上
か
ら
他
の
誉

著
・
薩

雑

輩

・
義

倉

・
・
窒

保
護
す
・
・
.」
妥

會

。
。

刑
法
の
除
外
例
変

秀
吉
の
歪

売

年
長
崎
填

へ
釜

葦

・
見
え
て
居

る
.
當
時
は
曝

両
霞

法
だ

天
下
の
大
警

し
三

碧

適
用
・
れ
・
居
荘

拘
・
ず
、
秀
吉
は
外
人
に
・
し
・、
其
除
外
例
孕
認

め
、
口
状

畠

奨

膚

人
間
の
曝

・
遍

非
・
毒

・
て
五
・
一

な
・
ば
、・
交

を
鴇

し
や
う
ご
。
曰
い
て
居
る
.

こ
れ
は
墾

扉

國
人
な
る
が
爲
め
で
…

が
.
諜

四
年
淺
野
長
吉
の
若
松
に
與

へ
瑳

書
に
睡

は
双
方

楽
歳

敗
を
加

へ
る
が
・
町
全

武
士
あ

擁

・
審
理
・
上
、
科

に
依

っ
て
は
町
人
を
相
助
(
べ
嘘

を
規
定

七
て
居
る
の
覧

る
ε
・
蕩

・
於
・
は
武
士
よ
一

応芳

町
人
・
経

に
傾

い
て
辱

…

が
解
る
.

家
康
も
亦
餓

貿
易
・
鑑

・
葬

國
更

・
覇

・
て
互
市
・
行
ふ
も
の
、
爲
め
・
は
、
。
、
ゆ
る
讐

ぜ
.

輿

へ
た
・
其

英
吉
利
人

員

へ
竈

嘉

静
歌
・
見
れ
ば
疲

れ
は
英
士
・
利
商
人
の
犯
罪
。
哉

。
に
任

せ
て
庭

発
す

　
き
こ
蕊

同
意
・
與

へ
・
居
・
.
・
れ
芒

治
外
羅

を
認

め
砦

の
に
外
。
.b
。
。
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.

さ
れ
ば
常
時
各
地

に
成
立
し
た
自
由
都
市

に
於
て
は
、
商
人
が
其
中
.心
勢
力
で
め
つ
て
、
武
士
す
ら
も
其
威
力

を
揮

ふ
鹸
地
が
な

か
っ
た
。
外
國
の
商
人
が
治
外
法
橿
を
認
め
ら
れ
た
如
く
、
我
町
人
も
亦

一
般

の
図
法
か
ら
除

外
例
を
認
め
ら
れ
だ
こ
ご
前

に
説
い
た
通
り
で
る
る
。
彼
守
護
使
不
入
の
寺
院
の
境
内
が
、
罪
人
の
隠
匿
所
ξ
な

っ
た
如
く
、
是
等
の
都
市
も
亦
略
同
様
の
観
を
呈
し
π
。
殊
に
此
戦
国
時
代
特
有

の

一
現
象
こ
も
看
做

さ
る
べ
き

こ
ご
は
敵
の
脅
威
を
避
け
る
矯
め
、

一
種
の
安
全
地
帯

亡
し
て
、
是
等
の
都
市
の
選
ば
れ
た
こ
ε
で
あ
ら
う
。
堺

の
如
き
は
其
尤
な
る

「も
の
で
あ
.つ
た
。
天
文
年
間

に
は
ジ

ェ
ス
イ
ッ
ト
涙
の
宣
教
師
ヴ
ヰ

レ
ラ
が
京
都
の
兵
齪
を

避
け
て
堺
に
駐

つ
た
こ
ξ
も
め
れ
ば
、
山
門
衆
徒
の
爲
め
に
焼
出
さ
れ
た
京
都
の
日
澄
宗
二
十

「
箇
寺
が
堺
に
避

難
し
な
こ
ε
も
あ
る
。

然
ら
ば
齪
脈
な
無
秩
序
の
時
代
殊
に
軍
隊
の
不
規
律
で
掠
奪
を
事
ε
す

る
世
の
中
に
、
是
等
避
難
者
の
安
全
を

保
障
さ
る

べ
き
何
等
か
の
設
備
が
都
市
に
あ
.つ
た
で
あ
ら
う
か
。
京
都
の
如
き
幕
府

の
厨
在
地

ξ
し
て
、
侍
所
々

伺
が
回
游
に
山
城
國
守
護
ε
な
る
ご
の
特
別
制
産
あ
あ
り
、
軍
隊
の
警
備
の
比
較
葡
に
備

っ
て
居
た
こ
こ
ろ
は
盲

ふ
に
及
ば
す
、
地
方
の
城
下
町
に
於
て
も
、
馨
同
様
の
警
備
は
め

つ
だ
が
、
然
ら
す
し
て
輩
な
.る
商
業
都
市
で
あ

っ
た
兵
庫
、
.堺
、
博
多
等

の
者
地
に
も
、
亦
其
國
の
守
護
却
領
主
等

か
狂
、
警
察
事
務

に
常
る
も
の
が
そ
れ
一

派
遣
さ
れ
て
居
力
、
加
ふ
る
に
他
の
襲
撃

に
封
ず

る
防
禦
的
哉
備
ε
し
て
は
、
都
市
の
外
郭
を
塑
操
で
取
廻
し
、

庸
中

の
要
所
一

、に
木
戸
を
設
げ
て
、

一
朝
有
事

の
日
に
は
忽
ち
閉
鎖
し
て
出
入
を
嚴

に
す
る
窪
い
ふ
が
如
き
設

論

叢

中
世
都
市
の
蛮
達

武
、完
∀

第
十
四
瑠

(第
三
競

四
九
)

四
六
九

ρ



論

叢

中
世
都
市
の
韻
達
(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
三
號

五
〇
)

四
七
〇

備

は
あ

っ
把
。

兵
庫

の
如

き
も
周
園

に
は
塹
壕

を
廻

ら

さ
れ
て
居
た
が
、
最
も

顕
著
な

る
は
堺

で
あ
ら
う

り
堺

の

周
断

に
は
今
街

ほ
細

い
溝

ざ
し
て
取
残

さ
れ
て
居

る
が

、
此
時
代

に
は
漫

々
た

る
水

を
湛

へ
て
、
外

人

の
眼
を
驚

　
　
に

う

し
吝

い
は
れ
弧
・
當
時
に
於
け
る
此
地
の
防
備
警
察
に
閲
す
る
記
書

し
て
は
呆

西
贅

が
最
も
詳
密
で
あ

る

。

.

堺

泉

州

ノ
都
會

ニ
シ
テ
・
京
都

ナ
隔

ル
+
六
里

、
日
本
中
畢

富
讐

シ
ア
、
有

名
・
地

ナ
リ
、
轟

轟

國

卜
通
商

シ
、
商
護

冨
、
貨
財
輻

湊

、
其

此

/
如

キ
者

ハ
天

然

ノ
力

卜
人
爲

ノ
力

ト

ニ
之

レ
甑

ル

、
其

一
百

八
海

二
慣

シ
、
港

]
最

モ
航

入

二
便

ナ

リ

、
共

地
塹
壕

チ
以

テ
境
界

テ
爲

ツ
・
濠

ハ
深

ク

ハ
・
水

漏

チ
・
見

ル
者

ノ
眼

目

チ
驚

か

ス

二
足

ル
、
是
政

一二

境

常

二
静
謐

安

単

二
シ
テ

、
人
民

八
極

メ

テ
幸

輻

チ
得

タ
リ

、
日

本

ノ
諸
国

藷

乱
多
〃
・
兵
馬

・
闘
争
常

=
絶

ヘ
ザ

ル
・堺

獅
リ
之

莫

リ
曾
テ
騒
鯉
・
事

〃
-
叉
干
戈

ノ
攣

チ
見
ズ
、
是

巽

有
司

・
才
力

ア
ル

レ

・
治

法

/
嚴

ナ

ル
ー・
警

察

ノ
佛

ル

ト

ニ
因

ル

モ
ノ

ナ

リ
、
則

千
其

曇
チ
摘

メ

バ

、
各

街

ノ
両

端

二
門

戸

チ
設

ケ
、
紛

争

ア

リ
ト
聞

〃

,
忽

チ
莫
大

扉

ナ
閉

ヅ
叉
警
部
ア
リ
・
争
闘
ノ
起

ル
ト
幣

ケ
バ
.
直

乗

リ
テ
其

者
テ
奨

、
嚴
削

二
庭

石

如
斯

チ
以
テ
、
衝

囚
讐
.堅

リ
ト
讐

、
灘
係
相

由守
り
、
安
生
チ
得
ル
ナ
リ
、

或
は
此
市
街
の
四
国
に
.溝
渠
を
廻
ら
し
て
居
る
の
は
、
.支
那
の
鏡
塘
江

の
左
右
に
あ
る
寧
波
紹
興
余
桃
玩
州
嘉
善

乍
浦
等

の
諸
市
が
、豊
富
な
る
水
流
を
引

い
て
、市
街
を
縦
横

に
厘
議
し
運
輸

の
便
に
供
し
て
居

る
江
南
特
有
の
制

吻

に
倣

っ
た
も
の
で
、
日
明
貿
易
の
結
果
で
あ
る
ε
の
親
祭
も
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
に
同
意
を
表
す
る
こ
{
が
出
來

澱
。
鐵
砲
の
利
用
さ
れ
な
い
以
前
の
戦
争
は
離
れ
て
は
矢
合

し
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
此
場
合
壁

隣
を
深
く
す
る

は
唯

一
の
有
力
な
る
防
禦
陣
地
で
あ

っ
た
。
矢
倉
や
井
棲

を
設
け
て
敵
歌
を
視
察
し
、
其
外
部
を
取
巻

い
て
、
轍

の
徒
渉
し
得
ら
れ
澱
や
か
廣
く
て
深
い
塑
、豫
を
設
け
て
水
を
湛

ヘ
セ
上
に
、
逆
茂
木
齪
杭
等
の
障
磯
物
を
立
て
置

〆

.

2↓)日 本西 教.史
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く
ε
い
ふ
戦
術
は
南
北
朝
時
代
か
ら
盛
ん
に
行
は
れ
た
が
、
そ
れ
が
偶
然

に
も
懸
永
六
年
、
大
内
義

弘
の
堺
に
築

い
て
京
都
軍
ε
職

つ
た
時

か
ら
著
し
く
見
え
出
し
て
居

る
。
當
腓
築
城
防
戦
の
策
を
決

し
た
義
弘
は
此
地

に
集

っ

た
豊
富
な
る
材
木
を
利
用
し
、
敷
百
人
の
大
工
を
督
し
て
、
井
極
四
十
八
、
矢
倉
千
七
百
、
東
西
南
北
合
せ
て
十

鋤

六
丈
.の
陣
管
を
設
け
た
こ
あ
る
か
ら
、
其
間
團
に
深
い
濠
の
め
っ
た
こ
ご
も
推
測
さ
る
》
の
で
あ
る
。
此
嫁
が
軍

略
上
如
何
に
役
立

つ
π
か
を
知
ら
う

ご
思

へ
ば
、
水
蕨
十

】
年
、
堺
の
市
民
が
織
田
信
長
に
反
抗
の
氣
勢
を
擧
げ

た
時
の
事
が
最
も
雄
辮

に
物
語
っ
て
居
る
。
當
時
信
長
は
欠
銭
の
名
で
京
都
を
始
め
奈
良
、
大
阪
、
尼
崎
等

の
市
民

に
莫
大
の
軍
資
金
を
課
し
た
こ
同
時

に
、
堺
の
南
庄

ご
北
庄

ε
に
も
二
萬
貰
を
課
し
だ
の
で
あ
る
が
、
堺
の
市
民
は

強

硬

に
不
服

を
唱

へ
て
、共

棲
を
上
げ
濠
を
掘

り
、
北

の

口

々
に
樋

を
埋

め
て
信
長

の
軍

を
…遡

へ
る
戦
備

お
さ
く

、

助

怠
り
な

か
っ
た
爲
め
、
さ
し
も
の
信
長
も
堺

に
封
ず
る
微
牧
を
見
合
せ
る
の
飴
儀

な
き
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。
此

藍
濠
は
「午
和
の
時
代
に
は
運
輸
を
も
助
け
た
で
あ
ら
う
が
、
其
眞
{の
目
的
は
防
備
で
あ

っ
陀
。
西
激
臭
の
如
き
は

此
時
代
に
堺
が
安
寧
を
保
ち
得
た
功
を
以
て
此
輩
操
に
締
し
て
居
る
捏
で
め
る
。
若
し
も
運
輸
本
位
で
あ

っ
た
ε

し
た
な
ら
ば
、
支
那
の
諸
港

の
如
く
市
街
を
縦
横
に
貫
流
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
軍
に
其
外
郭

に

隈
ら
る

べ
き
で
な
か
ら
う
。
木
戸
ど
て
も
亦
同
様

で
め

つ
π
。
大
永
⊥
ハ
年
細
川
晴
元
が
三
好
元
長
ご
不
和
を
生
じ

て
今

に
も
堺
が
修
羅
の
巷
ε
な
ら
ん
ε
し
た
頃
、

市
畏
は
大
小
路
の
木
戸
を
閉

ぢ

て

往
來
を
嚴
禁
し
た
こ
ご
が

謝

あ

る
。
故

に
私
は
是
等

の
塹
壕

は
共

棲
、
矢
倉

抽
木
戸

ご
共

に
圭

だ
し
て
都
市

の
軍
事

よ
警
察

上

の
必
要

か
ら
案

払醐

濫取

中
世
都
市
の
號
達
(⊥ハ
、出兀
)

第
十
囲
【巻
〔第
=.
.
號

五

一
)

四
七
一

26)
27)

28)

鷹永記
細川画家記
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論

叢

中
世
都
市
の
嶺
達
〔六
、完
)

第
十
四
巻

(第
=
.一號

五
二
)

四
七
二

出

さ
れ
た
設
備

で
あ

っ
て
、
運
輸

の
如

き
は
其
従

た

る
も

の
に
過

ぎ
な

か

っ
た

ご
考

へ
る
。

天

正
十
九
年
秀
吉

に
依

っ
て
京
都

の
周
囲

に
修
築

さ

れ
た
所
謂
御

土
居

の
如

き
も
、
其

外
部

に
塹
壕
を
掘

っ
た

を

ヨ

も
の
で
あ
る
か
ち
、
常
時
に
は
京
廻
の
堤
ε
も
書
き
、
叉
洛
中

に
堀
を
ほ
っ
た
ご
も
見
え
て
居
る
。
其
塹
壕

の
輻

が
口
⊥
八
十
間
で
あ

っ
た
ざ
い
ふ
説
は
全
部
事
實

ε
し
て
受
取
り
難
い
に
も
せ
よ
、
頗

る
大
規
模
の
も

の
で
あ

っ
た

こ
い
ひ
得
る
。
而
し
て
此
塹
壕
掘
鑿

の
動
機
に
つ
い
て
、
徳
川
時
代

の
記
録
に
は
洛
中
洛
外
の
境
界
を
分

っ
た
も

鋤

の
ε
書
か
れ
て
居

る
け
れ
ご
も
、
當
時

の
記
録
に
は
市
中
警
備

の
目
的
に
出
で
た
こ
ご
を
明
示
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
此
外
郭
に
は
十

の
ロ
が
め

っ
て
、
犯
人
の
出
で
た
場
合
に
は
警
鐘
を
相
圖
に
十
門
を
閉
ぢ
逮
捕

に
便
す

る
ε

⑬

書
い
た
も
の
～
如
き
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
、
も
ご
よ
り
秀
吉
が
同
時
に
行

っ
た
京
都
の
市
匠
改
正
ε
柑
挨

っ
て
、

市

の
外
郭
を
定
め
た
意
味
も
認
め
ら
れ
な

い
で
は
な
い
が
、
叉
前

に
引
い
セ
堺
の
場
合
ご
同
じ
く
、
市
中
警
察
の

目
的
に
出
で
た
こ
`
を
も
肯
定
せ
ね
ば
な
ら
阻
。

最
後
に
私
は
此
時
代
の
自
治
團
鎧

ε
し
て
の
都
市
の
組
織
を
考
察

し
や
う
。
此
方
面

の
記
録
は
飴
り
多
く
残

っ

て
居
ら
汲
か
ら
、
こ
れ
を
詳
し
く
す

る
は
困
難
で
め
る
が
、
今
古
き
都
市

の
代
表
的
な
も
の
ご
し
て
の
京
都
ε
、

新
ら
し
き
都
市
の
そ
れ
こ
し
て
の
堺

ε
に
つ
い
て
簡
軍
な
る
説
明
を
な
す

に
止
め
や
う
。

京
都
は
二
條
通
を
限
界
ε
し
て
上
京
`
下
京
ご
に
別

れ
て
居
陀
が
、
就
中
上
京
は
朝
廷
幕
府
を
中
心
ε
し
て
貴

族
大
名
其
他

の
武
士
が
多
く
居
住
し
、
商
人
の
如
き
も
、
織
姫
を
業
こ
し
て
全
国
に
販
費
す
る
豪
商
が
多
く
、
こ

0

29)時 慶卿 記天正十 九年正 月廿一 日條
30)信.ヲ ト公記
31)嗜 豊公記天正十九年二 月二 日條
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■

れ
に
比
す
れ
ば
、
下
京
は
町
敷
も
戸
敷
も
少
く
名
だ
玉
る
四
條
、
五
條

の
繁
昌
は
あ
っ
て
も
、
商
人
の
質
が
劣
り

詞

貧
賎
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
慮
仁
、
文
明
以
來
の
戦
渦

に
依

ρ
て
生
業
を
失

っ
た
市
民
の
離
散

ε
共
に
、
荒
れ
果

て
た
京
都
は
さ
な
が
ら
田
園
都
市
の
如
く
で
あ

っ
た
が
、
秀
吉
の
時
よ
り
漸
次
回
復
の
絡
に
就
く
こ
ξ
、
な
ウ
た

さ
れ
ば
此
頃
迄
淺

っ
て
居
π
町
々
を
古
町
ε
い
ひ
、
.其
後
に
新
設
さ
れ
π
時
々
を
新
町
ご
い
っ
て
居
る
G
是
等
の

各
町
々
の
間

に
は
親
町
ご
帯
す
る
も
の
ε
こ
れ
に
附
厨
す

る
枝
町
下
町
ご
の
別
が
あ

っ
て
、
そ
れ
み
、

に
組
合
を

作

っ
て
居
た
の
で
み
る
。
上
京
で
は
立
費
組
(
十
四
町
の
組
町
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
四
町
組
芭
も

い
ふ
)中
組
、
小

川
組
、
西
紀
、

一
條
組

の
類
、
下
京
で
は
川
西
組
、
艮
組
、
中
組
、
巽
組
の
類
が
そ
れ
で
あ

っ
た
。
町
吏
員
ε
し

て
は
組
町
毎

に

一
人
の
町
代
が
あ
り
、
其
他
町
使
、
番
屋
衆
な
ご
の
名
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
を
総
轄
す

る
も
の

は
月
行
事
で
め
る
。
月
行
事

ε
は
成
る

一
町
が
交
代
に

一
箇
月
間
絡
町
の
事
務
に
當

る
の
で
あ
る
か
ら
、
叉
月
行
事

町
ぜ
も

い
ふ
。
組
町
に
も
紹
町
に
も
時
々
集
會
〔寄
合
)
を
催
し
て
財
務
を
議
し
だ
が
、
其
議
決
は
す

べ
で
多
撒
意

見
に
從
ふ
べ
き
こ
ε
を
申
合

せ
て
居
た
。

京
都
の
市
民
は

一
定
の
地

子
銭
屋
地
子
の
外
、
(町
人
の
中
、
公
人
、
朝
ダ
、
院
の
雑
色
等
の
公
務
に
服
す
る
も

の
は
地
子
を
免
除

さ
れ
て
無
役

ε
な
る
も
)
禁
裏
仙
洞
の
御
修
理
、
大
佛
殿

の
造
瞥
、
鴨
河
の
浚
渫
、
年
頭
八
朔
の

御
薩
陣
中

の
音
信
(見
舞
)
日
吉
山
上
の
勧
進
(寄
附
)大
佛
撒
の
踊
、
月
並

の
酒
饒
等
公
私
に
亘

っ
て
臨
時
の
負
措

も
多
か
つ
π
が
、
是
等
は
す

べ
て
各
戸
何
丈
ε
割
嘗
て
＼
支
辨
し
陀
の
で
あ

っ
て
、
其
負
罐
に
堪

へ
ぬ
も
の
は
頼

論

叢

中
世
都
市
の
蛮
達
〔六
、完
}

第
十
四
巻

〔第
三
號

五
三
)

四
七
三

噂
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論

叢

中
世
都
市
の
蓬

〔六
、完

∀

第
+
四
巻

{第

三
號

五
四
)

四
七
四

母
子
を
作

っ
て
互
に
扶
助
し
合

っ
て
居
た
。
毎
月
末
に
、月
行
事
は
諸
町
費
の
岐
入
決
算
を
な
し
、残
金
は
帳
箱
に

入
れ
て
封
を
加
へ
、
諸
町
共
有
の
古
交
書
記
録
〔銭
米
之
帳
、
家
敷
之
帳
、
跡
書
之
書
物
等
)
`
共

に
次
の
月
行
事

に
引
縫

い
だ
も
の
で
あ
る
。

.

併
し
乍
ら
是
等
の
組
町
の

一
員
た
る

一
町
ε
て
も
亦

一
つ
の
自
治
禮
で
あ

っ
て
、
町
茂
の

一
人
が
月
行
事
ε
し

て
町
務
に
當

つ
た
・
些

町
が
所
謂
月
行
事
町
ε
な
る
場
合
、
縮
町
の
事
務
を
取
扱
ふ
も
の
も
此
月
行
事
に
外
な

ら
砲

上
京
絡
中
・
下
京
組
中
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
碁

、
,些

町
(
例

へ
ば
上
京
室
町
頭

一
町

し
い
ふ
が
如

き
)

に
謝
し
て
も
・
幕
府

か
ら
軍
隊
の
働
妨
狼
藉
、
軍
隊
の
寄
宿
、
矢
鏡
兵
糧
米
其
他
不
當
の
課
役
に
封
ず

る
禁
令
等

を
出
し
て
居

る
。
當
時
の
法
令
例

へ
ば
信
長
が
永
藤
十

二
年
三
月

に
出
し
だ
精
鏡
令
の
中

に
、
此
規
定
に
違
犯
し

た
も
の
竺

町
限
り
に
て
庭
分
す

ズ

、

若

し
其
.力
足

ら
ず
ば
、
他
の
総
町
協
力
し
て
露
分
す

べ
し
あ

意
味

(
袋

定
連
犯

之
輩
あ
ら
ば

、
其

一
町
切

に
可

レ爲
二
成
敗

↓

其
段

不
二相

眉

一残

総
町

一
味
同

・心
に
可
二
申
付

一)
が
あ
る

に
擦

っ
て
も
、
総

町
は
も

ビ
よ
り
、

一
町

に
さ

へ
も
警

察
権

が
與

へ
ら
れ

て
居
陀

こ
ε
が
.解
ら
う

、
前

に
載

せ
た

ゆ

番
屋
衆
な
る
も
の
は
恐
ら
く
昔
の
簿

屋
の
番
衆
で
、
.町
の
警
察
事
務
に
當
る
人
々
で
あ

っ
π
ら
う
。

斯
様
な
町
制
は
何
百
年
來
長
久
の
歳
月

を
費
し
て
筑
き
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ

る
丈

一
町
、
組
町
乃
至
総
町
の

團
結

は
意
想
外
に
輩
固
で
あ
っ
た
。
如
何
に
無
醸
着
な
る
戦
国
の
武
將
で
め

つ
て
も
、
こ
れ
を
無
覗

し
て
市
民
の

反
威
を
買
ふ
こ
ご
は
遺

に
樺

つ
だ
。
彼
等
は
不
規
律
な
る
部
下
の
軍
隊
を
戒
め
て
市
民
に
損
害
を
加
ふ
る
こ
ざ
を

36)京 都上京交書



●

禁
じ
、
中
に
は
こ
れ
に
違
犯
し
た
も

の
》
あ

っ
だ
場
合
、
届
出
に
及
ば
す
討
留
む

べ
し
ε
の
令
を
月
行
事
に
獲
し

た
も
の
さ

へ
あ
る
。

さ
れ
ば
市
域
も
彼
等
の
命
令

に
屈
従
ば
か
り
は
し
て
居
な
か
つ
だ
。
例

へ
ば
股
木
を
課

せ
ら

れ
た

こ
い
へ
ば
、
先
規
に
な

い
こ
い
っ
て
強
硬
に
抗
議
を
申
立
て
撤
回
の
目
的
を
達
し
売

る
が
如

き
そ
れ
で
あ
る

侍
土
員
の
別
が
な
く
な

っ
た
戦
国
の
時
代
に
に
市
民
も
武
器
を
執

っ
て
萬

一
に
備

へ
て
居
た
で
は
あ
ら
う
が
、
根

が
商
人
の
事
ε
て
彼
等

に
強
兵
を
望
む
こ
ご
は
難
か
っ
た
。
是
を
以
て
彼
等
は
武
士
の
浪
人
〔牢
人
)
を
召
抱

へ
て

警
備
の
役
に
就
か
せ
た
の
で
あ
る
。
三
好
長
慶
の
京
都
の
市
民
に
與

へ
だ
書
然
に
此
種
の
浪
人
を
抱

へ
置
一
こ
ε

を
禁
じ
て
、「
牢
人
衆
許
容
之
輩
於
レ
在
レ
之
者
、錐
レ
爲
二
以
後

】聞
付
次
第
可
レ令
レ成
敗
一
事
」
ξ
い
っ
て
居
る
の
を
見

て
も
、
彼
等
の
兵
力
が
、
如
何
に
武
將
の
爲
め
に
忌
憚
さ
れ

っ
}
の
っ
た
か
を
知

る
に
足
b
や
う
。
信
長
が
上
洛

後
其
軍
隊
の
掠
奪
を
差
止
む

べ
き
報
損
だ
し
て
、
上
京
ピ
下
颪
ε
に
互
頚
の
出
銀
を
命

じ
泥
の
に
謝
し
、
下
京
の

市
民
総
代
は
信
長
に
謁
し
て
こ
れ
を
獄

じ
な
に
拘
ら
す
、
上
京
の
総
代
は
此
分
倉
に
不
服
の
意
を
表
し
だ
の
は
、

何
者

か
深
く
恃

む
ε
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
而
か
も
信
長
は
前
者
に
は
市
民
の
財
産
の
安
全
に
つ
い
て
の

保
障
を
與

へ
乍

h
献
金
を
却
け
て
受
け
な
か
っ
た
が
、
後
者
に
謝
し
て
は
上
京
に
火
.を
縫

っ
て
報
復
し
た
矯
め
、

鋤

⊥
ハ七
千
の
凪
家
ご
百
の
　肌
寺
ご
は
こ
れ
が
犠
牲

ε
な

っ
た
。

堺

の
市
制
に
つ
い
て
は
糸
齪
記
に
、
納
屋
貸
し
の
衆
十
人
を
十
人
乗
こ
い
つ
て
訴
訟

の
裁
割
を
行

っ
て
居
た
や

う
に
記
さ
れ
る
。
納
屋
は
問
屋
で
あ
ら
う
。
此
時
代
の
末
に
呂
衆
に
渡
航
し
ゼ
堺
の
納
屋
助
左
衝
門
の
納
屋
は
商

論

叢

中
世
都
市
の
毅
達
(六
、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號

五
五
)

四
七
五

37)日 本西教史
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〆

論

叢

中
世
都
市
の
號
淫
〔六
、完
)

第
十
四
巻

〔第
三
號

五
六
)

四
七
六

號
で
は
あ
る
が
、
亦
納
屋
の

一
人
で
め

っ
た
ε
思
は
れ
る
。
堺
の
鞍
展
が
此
瞥
業
に
負

ふ
こ
ご
の
多

か
っ
た
丈
納

屋
業
者
は
概
ね
亘
萬
の
冨
を
擁
し
て
、
市
民
の
中
櫃
ε
な

っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
糸
謝
記
は
後
世
の
編

纂
で
あ
る
か
ら
輕
々
し
く
其
記
事
を
信
憑
す
る
諜

に
は
行
か
諏
。
信
長
が
納
屋
年
貢
を
課
し
た
時
、
十
人
衆

が
其

先
例
な
き
を
理
由

こ
し
て
免
税
運
動
を
試
み
た
こ
`
が
あ
る
。
然

る
に
其
購
堺
に
は
既

に
會
合
衆
ご
稽
す
る
も
の

　

が
三
十
⊥
八
人
あ

っ
て
、
南
北
の
禽
舎
三
十
六
人
の
庄
官

ε
も

い
は
れ
て
居

る
。
.疑
れ
こ
そ
は
堺
南
北
二
荘

の
自
治

膿

の
荘
官
セ
あ

っ
た
。
昔
の
十
人
乗
が
後
に
真
景
敷
を
増
し
て
三
十
六
人
ε
な

っ
た
ε
見

る
は
糸
働
記
の
記
事
に

誤
ら
れ
だ
も
の
で
め
つ
て
、
十
人
衆
は
も
ε
よ
り
納
屋
組
合
に
属
し
花
も
の
で
あ
る
か
ら
、
市
政
に
参
與
し
乖
三

十
六
人
の
禽
舎
衆

ご
は
お
の
つ
か
ら
其
性
質
職
掌
等
を
異
に
し
た
も

の
ご
見

る
べ
き
で
る
る
、
縦
し
會
合
衆

の
ヰ

に
納
屋
の
人
々
が
多
く
選
に
八

つ
走
ε
し
て
も
、
そ
れ
は

お
の
つ
か
ら
別
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
を

一

月
行
事
の
主
裁
し
た
京
都
の
市
政
に
比

べ
だ
な
ら
ば
、
三
十
六
人
の
會
合
衆

の
合
議

に
依

つ
陀
堺
の
市
政
は
外
形

丈
で
も
頗

る
デ

モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ

っ
た
ε
い
へ
や
う
。

堺

の
富
は
財
政

の
窮
乏
し
π
幕
府
を
始
め
守
護
武
士

の
好
餌
ε
な

っ
て
、
屡
多
く
の
負
推
を
課
せ
ら
れ
陀
が
、

商
才

に
長
け
た
市
民
は
こ
れ
を
利
用
し
て
着

々
ε
其
利
椹
を
獲
得
オ
る
に
成
功
し
て
居
た
。
堺
に
他
地
方
の
酒
の

輸
入
を
禁
ぜ
し
め
た
る
が
如
き
は

(二

例
で
あ
る
。
比
企
椹
は
多
く
の
厳
め
し
き
武
將
を
も
懐
柔
し
て
彼
等
の
手

足
の
如
く
な
ら
し
め
陀
。
三
好
三
人
衆
が
松
永
久
秀
を
攻
め
て
堺
に
戦
は
ん
ご
し
π
時
の
如
き
も
、
三
十
六
人
の

38)績 鷹仁後記
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、

,

會

合
衆
は
久
秀

の
爲
め
に
調
停
を
圖

つ
π
が
、
當
時
若
し
會
合
衆

の
提
議

の
容
れ
ら
れ
ざ
る
場
合
は
、
堺
の
市
民

悉
く
久
秀
の
味
方
こ
な

っ
て
將
來
三
好
三
人
衆
の
軍
資
徴
版

に
も
慮
す
る
も
の
が
め
る
ま
い
こ
の
鍵
等
の

=
　口
が

一
高
五
千
の
大
兵
を
擁
し
た
三
人
衆
を
苦
も
な
く
撃
退
す

る
に
成
功
し
た
こ
ε
を
思

へ
ば
、
何
人
も
堺
市
艮

の
威

力

の
意
想
外
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
ε
に
驚

か
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

,

併
し
乍
ら
そ
れ
は
只
堺
市
民
の
金
力
ε
の
み
解
す

べ
き
で
は
な
く
、
京
都
の
場
合
`
同
様
否
そ
れ
以
上
に
其
兵

力

に
依

っ
た
こ
ご
を
閑
却
し
て
は
な
る
ま
い
。
堺
の
富
豪
は
亦
常

に
浪
人
を
養

っ
て
み
つ
か
ら
備

へ
た
。
永
藤
十

二
年
に
三
好
三
人
衆

が
堺
に
勢
揃
ひ
を
し
て
京
都
大
條
本
圀
寺
に
義
昭
を
攻
め
た
聴
、
南
方
の
諸
牢
人
を
相
催
す

鋤

ε
あ
る
は
圭
ε
し
て
堺
の
浪
人
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
信
長
か
ら
市
民
の
三
人
衆

に
援
助
を
與

へ
π

こ

ε
を
責

め
ら
れ
る
に
當

っ
て
、
堺
の
市
践
は
百
方
陳
謝
の
末
、
終
に
三
十
六
入
の
會
合
衆
を
し
て
、
信
長
に
向

っ
て

劔

將
來

「
人
も
浪
人
を
抱

へ
置
く
ま
じ
き
こ
ざ
を
誓
は
せ
た
の
で
あ
る
コ

さ
れ
ば
}此
時
代
の
都
市
は
古
き
も
新

し
き
も
、
其
武
装
的
都
市
た
る
に
於
て

一
致

し
て
居
た
。
吉
ふ
迄
も
な
く

こ
れ
戦
国
ど
い
ふ
賠
代
の

一
反
影
に
外
な
ら
鍛
、
近
代
的
都
市
の
出
現
は
慶
長
、
元
和
以
後
戦
齪
の
終
熄
ε
共
に
、

雫
和
の
保
障
を
得

て
か
ら
の
事
で
あ

っ
π
。

論

叢

中
世
郡
市

の
議
淫
(
六
、完
)

第
†
四
巻

(
第
三
號

五
七
)

四
七
七
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